
日本化薬グループ人権方針 

日本化薬グループは、自らの事業活動において影響を受けるすべての人々の人権を擁護す
ることを責務として認識しています。 
そのため、人権尊重の取り組みをグループ全体で推進することを目的として、国連「ビジネ
スと人権に関する指導原則」に基づく、日本化薬グループ人権方針（以下、本方針）をここ
に定めます。
日本化薬グループはステークホルダーの期待に応え、事業を通じて社会へ貢献することを
企業ビジョン KAYAKU spirit の中で掲げています。また、KAYAKU spirit を実現するため
の行動規範として、「日本化薬グループ行動憲章・行動基準」を定め、あらゆる企業活動に
おいて、基本的人権を尊重し法令を遵守し、公正な事業活動を行い、すべてのステークホル
ダーの信頼に応え、幸せやうれしさを提供できる会社を目指していきます。

1. 人権に対する基本的な考え方
本方針は、日本化薬グループが企業ビジョン KAYAKU spirit に基づき、すべてのステーク
ホルダーの信頼に応えるため、人権尊重の取り組みを約束するものです。私たちは国連の
「国際人権章典」（「世界人権宣言」「市民的および政治的権利に関する国際規約」「経済的、
社会的および文化的権利に関する国際規約」）「先住民族の権利に関する国際連合宣言」
や、「OECD 多国籍企業行動指針」「労働における基本的原則および権利に関する ILO 宣
言」および、国連児童基金（UNICEF）、国連グローバル・コンパクト、セーブ・ザ・チル
ドレンの「子どもの権利とビジネス原則」などの人権に関わる国際規範を支持し尊重しま
す。さらに、国連グローバル・コンパクト署名企業として国連グローバル・コンパクトの 10 
原則を支持し尊重しています。

2. 事業活動を通じた人権尊重
2.1 差別・ハラスメントの禁止
日本化薬グループは、性別・年齢・国籍・人種・宗教・障がい・出身・祖先・信条・政治的
見解・性的指向・婚姻の有無・雇用形態その他の差異に基づく差別およびハラスメント行為
を容認しません。
2.2 適正な労働時間
日本化薬グループは、適用される法令に従い、従業員の労働時間、休日、休暇を適切に管理
します。
2.3 公正で公平な報酬
日本化薬グループは、従業員に対して公正で公平な報酬を支払います。また、最低賃金、残
業、および法的に義務づけられている福利厚生に関する法律など、適用される法令を遵守し、



従業員が生活水準を一定以上に保てるよう、最低賃金を超える報酬を支払います。 
2.4 結社の自由と団体交渉権 
日本化薬グループは、各国・地域の法令や労働慣行を踏まえ、労使関係における従業員の結
社の自由および団体交渉権を尊重します。 
2.5 強制労働の禁止 
日本化薬グループは、強制労働を容認しません。また、債務労働や人身取引を含む、いかな
る形態の現代奴隷も容認しません。 
2.6 児童労働の禁止 
日本化薬グループは、児童労働を容認せず、法に定められた最低就業年齢を守ります。また、
18 歳未満の者を夜勤や残業など、健康や安全が損なわれる可能性のある危険業務に従事さ
せません。 
2.7 労働安全衛生 
日本化薬グループは、適用される法令に従い、一人ひとりが健康かつ安全に、そして安心し
て働き続けられる職場環境を整備します。 
2.8 地域住民への影響 
日本化薬グループは、地域住民の安全や健康への負の影響防止のため、汚染の予防、水スト
レスをはじめ、人権についての影響評価を行い、リスクの回避及び影響の軽減に向け国際規
範に則り、必要な対応を実行します。

3. 適用範囲
本方針は、日本化薬グループのすべての役員と従業員に適用します。加えて、日本化薬グル
ープは、自社の事業活動・製品・サービスに関係するすべての取引関係者（ビジネスパート
ナー）に対しても、本方針の遵守を求めます。

4. 人権尊重の責任
日本化薬グループは、自らの事業活動において人権への負の影響を及ぼす可能性を完全に
は排除できないことを認識しています。私たちは、自らの事業活動において影響を受ける
人々の人権を侵害しないこと、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場
合は是正に向けて適切な対応をとることにより、人権尊重の責任を果たし、責任あるサプラ
イチェーンを築いていきます。

5. 人権デュー・ディリジェンス
日本化薬グループは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、日本化薬グループが
社会に与える人権に対する負の影響を特定し、その未然防止および軽減を図ります。



6. 対話・協議
日本化薬グループは、自らの事業活動において人権への影響に適切に対応していくため
に、自らの事業活動において人権への影響を受けるあるいは受ける可能性があるステーク
ホルダーの視点から理解することが重要であると考えています。本方針を実行する過程に
おいて、独立した外部からの人権に関する専門知識を活用し、ステークホルダーとの対話
と協議を真摯に行います。

7. 教育・研修
日本化薬グループは、本方針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよ
う、適切な教育・研修を行います。

8. 救済
日本化薬グループの事業活動が、人権に対する負の影響を引き起こしたことが認められ
る場合、あるいは取引関係者等を通じた関与が明らかとなった、または関与が疑われる場合
には、適切な調査を行ったうえで、必要に応じて国際基準に基づいた対話と適切な手続き
を通じてその救済に取り組みます。

9. 責任者
日本化薬グループは、本方針の実行に責任を持つ担当役員を明確にし、実施状況を監督し
ます。

10.情報開示
日本化薬グループは、自らの人権尊重の取り組みの進捗状況およびその結果を、ウェブサ
イトなどで開示します。

11. 適用法令
日本化薬グループは、事業活動を行うそれぞれの国または地域における法と規制を遵守し
ます。国際的に認められた人権と各国の法令に矛盾がある場合には、国際的な人権原則を最
大限に尊重するための方法を追求します。

本方針は、当社の取締役会にて決議し、代表取締役社長により署名されています。 
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